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「犯罪被害者週間」中の啓発活動について 

  
 和歌山県では「和歌山県犯罪被害者等支援条例」及び「和歌山県犯罪被害者等支援基
本計画」に基づき、犯罪被害者等の方々への支援や広報啓発活動に取り組んでいます。 
 毎年11月25日から12月１日は「犯罪被害者週間」となっており、同週間中に関係機
関・団体と連携して下記のとおり啓発活動を実施する運びとなりましたのでお知らせし
ます。 
 

記 
 
① 街頭啓発 
⑴ 日時 

11月25日（金）７：30～８：30 
⑵ 場所 

JR和歌山駅西口・南海和歌山市駅前広場 
⑶ 主催 

和歌山県、和歌山県警察、公益社団法人紀の国被害者支援センター 
⑷ 協力 

和歌山市 
⑸ その他 

 雨天の場合はJR和歌山駅のみで実施し、荒天の場合は中止します。 
 
② 生命のメッセージ展 
  ⑴ 日時 
   11月27日（日）10：00～17：00 
  ⑵ 場所 
   海南nobinos多目的室１（海南市日方1525-6） 
  ⑶ 主催 
   和歌山県  
   ⑷ 協力 
   特定非営利活動法人いのちのミュージアム 
  ⑸ その他   

詳細は別紙のとおり 
 

③ 犯罪被害者等支援に関するパネル展 
  ⑴ 日時 

11月28日（月）13：00～11月30日（水）12：00 
⑵ 場所 

   広川町役場１階多目的スペース 
  ⑶ 主催 
   和歌山県、公益社団法人紀の国被害者支援センター 
   ⑷ 協力 
   広川町                            


